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平成22年 3月25日規則第 2号 

平成25年 2月15日規則第 1号 

令和 2年 4月 1日規則第 7号 

平成19年 3月29日規則第 1号 

平成22年 9月30日規則第 6号 

平成28年 8月17日規則第 9号 
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 附則 

   第１章 総則 

 （趣旨） 

第１条 この規則は、法令、条例又は他の規則に定めるものを除くほか、大川広域行政組合（以下

「組合」という。）の会計に関する事務の処理について必要な事項を定めるものとする。 

 （定義） 

第２条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところに

よる。 
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 ⑴ 法 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）をいう。 

 ⑵ 令 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）をいう。 

 ⑶ 収入決定権者 管理者又はその委任を受けて収入の調定をし、及び出納機関に対し収納の通

知をする者をいう。 

 ⑷ 支出決定権者 管理者又はその委任を受けて支出負担行為をし、支出の調査決定をし、及び

支出を命令する者をいう。 

 ⑸ 出納機関 会計管理者又はその委任を受けた出納員若しくは当該出納員の委任を受けたそ

の他の会計職員をいう。 

 ⑹ 指定金融機関等 指定金融機関、指定代理金融機関及び収納代理金融機関をいう。 

 ⑺ 支払金融機関 指定金融機関等のうち公金の支払の事務の全部又は一部を取り扱う金融機

関をいう。 

 ⑻ 収納金融機関 指定金融機関等のうち公金の収納の事務の全部又は一部を取り扱う金融機

関をいう。 

 ⑼ 証券 令第１５６条第１項各号に掲げる証券をいう。 

 ⑽ 歳入歳出外現金等 法第２３５条の４第３項の規定による歳入歳出外現金及び組合が保管

する有価証券で組合の所有に属しないものをいう。 

   第２章 収入 

    第１節 徴収 

 （歳入の調定） 

第３条 収入決定権者は、収入金を徴収しようとする場合は、当該収入金に係る関係書類に基づい

て、所属年度、歳入科目、納入すべき金額、納入義務者、納付期限等が誤っていないか、その他

法令又は契約に違反する事実がないかどうかを調査し、その内容が適正であると認めたときは、

直ちに徴収の決定をしなければならない。 

 （事後調定） 

第４条 次に掲げる収入金については、収入決定権者は、出納機関から領収済通知書の送付を受け

た後、速やかに調定をしなければならない。 

 ⑴ 納入者が納入の通知によらないで納入した収入金 

 ⑵ 前号に掲げるもののほか、性質上納付前に調定できない収入金 

 （返納金の調定） 

第５条 収入決定権者は、第５７条第１項の規定により支出決定権者が歳出の誤払い若しくは過渡

しとなった金額又は資金前渡若しくは概算払をし、若しくは私人に支出の事務を委託した場合の

精算残金を返納させる場合において、当該返納金が出納閉鎖期日までに納入されていないもので

あるときは、その翌日において、当該未納に係る返納金について調定をしなければならない。 

 （調定の変更又は取消し） 

第６条 収入決定権者は、調定をした歳入の金額を変更し、又は取り消さなければならない事由が

生じたときは、直ちにその変更又は取消しに基づき、調定を増加し、若しくは減少し、又は取り

消さなければならない。 

 （文書による納入の通知） 

第７条 収入決定権者は、歳入の調定をしたときは、納入義務者に対して納入通知書をもって通知
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しなければならない。 

 （納入通知書の不発行） 

第８条 収入決定権者は、次の収入金については、前条の規定による納入通知書を発行しないもの

とする。 

 ⑴ 国庫支出金 

 ⑵ 県支出金 

 ⑶ 地方債（公募に係るものを除く。） 

 ⑷ 事後調定に係る収入金 

 ⑸ 第５条に係る収入金 

 ⑹ 他会計からの資金の繰入れ 

 ⑺ 前各号に掲げるもののほか、性質上納入の通知を必要としない収入金 

 （簡易な納入の通知の方法） 

第９条 収入決定権者は、第７条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる方法をもって、当該各号

に定める収入金について、納入通知書に代えることができる。 

 ⑴ 口頭による通知 大川広域行政組合消防手数料のうち、催物開催検査及び各種証明手数料等 

 ⑵ 公告 納入義務者の住所又は居所が不明の場合 

 （納入通知書の再発行） 

第１０条 収入決定権者は、納入義務者から納入通知書を亡失し、又は損傷した旨の申出を受けた

ときは、遅滞なく新たに当該納入義務者に係る納入通知書を作成し、その表面の余白に「再発行」

と記載して、これを当該納入義務者に交付しなければならない。 

２ 収入決定権者は、第６条の規定により増加額又は減少額に相当する金額について調定をした場

合において、当該収入金について既に納入通知書が発せられているがまだその収納がなされてい

ないものについては、直ちに納入義務者に対し、当該納入通知書に記載された納付すべき金額は

当該調定後の納付すべき金額に不足し、又は当該調定後の納付すべき金額を超過している旨の通

知をするとともに、既に発した納入通知書を回収して新たに納入通知書を作成し、その表面の余

白に「再発行」と記載してこれを当該納入義務者に送達しなければならない。 

 （納入通知書の発行日） 

第１１条 納入通知書は、別段の定めがある場合を除くほか、次に定めるところにより発しなけれ

ばならない。 

 ⑴ 定期に属するものは、納期限１０日以前 

 ⑵ 契約によるものは、契約に定めた納期限７日以前 

 ⑶ 前２号に定めるもののほか、調定後１０日以内 

 （調定通知書） 

第１２条 収入決定権者は、歳入の調定をしたときは、直ちに出納機関に対し、調定通知書（様式

第１号）により通知しなければならない。 

２ 第４条各号に掲げる収入金については、同条の規定により調定があったときは、その収納の時

期において当該収入金に係る調定の通知があったものとみなす。 

３ 第５条の規定により未納に係る返納金について調定があったときは、当該返納金について既に

発せられている戻入命令をもって当該調定に係る調定の通知があったものとみなす。 
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    第２節 収納 

 （収納の通知） 

第１３条 出納機関は、収入決定権者から調定通知書の送付を受けたときは関係帳簿を整理すると

ともに、当該調定通知に係る歳入の納入の場所とされた収納金融機関に対し、収納の通知をしな

ければならない。 

２ 次の各号に掲げる歳入については、前項の規定にかかわらず、当該各号に定める時点において、

同項の収納の通知があったものとみなす。 

 ⑴ 第４条各号に掲げる収入金等 収納金融機関が収納したとき。 

 ⑵ 納入通知書（第５条の規定による返納金に係る納入通知書を含む。）又は督促状が発せられ

た収入金 納入通知書又は督促状が収納金融機関に提示されたとき。 

 ⑶ 出納機関又は収入事務受託者の払込みに係る収入金 納付書により指定金融機関に現金が

払い込まれたとき。 

 （出納機関の直接収納） 

第１４条 出納機関は、歳入については、出張して領収するとき、納入者が現金若しくは証券を持

参したとき、又は納入者から送金があったときは、直接これを収納することができる。 

２ 出納機関は、前項の規定により現金又は証券を受領したときは、領収証書を当該納入義務者に

交付しなければならない。この場合において、当該受領に係る収入金が証券によるものであると

きは、当該交付する領収証書の表面の余白に「証券」と記載しなければならない。 

３ 出納機関は、現金又は証券を受領したときは、別段の定めがある場合を除くほか、当日又は翌

日に、納付書に当該現金又は証券を添えて、指定金融機関に払い込まなければならない。 

 （納入通知書等を発しないものに係る領収証書） 

第１５条 納入通知書を発しないものに係る収納金を領収した場合において交付する領収証書は、

当該納入者が領収証書の書式を定めている場合を除くほか、歳入の年度、科目の区分、納入者、

納入金額、収入年月日等を記入した領収証書綴による用紙を用いるものとする。 

２ 前項の規定による領収証書綴は、会計管理者が保管するものとし、出納機関収入事務受託者又

は収納金融機関の請求に基づき、必要に応じて交付するものとする。 

 （収納後の手続） 

第１６条 出納機関は、第８２条第４項の規定により指定金融機関から収支日計報告書に添えて領

収済通知書の送付を受けたときは、その通知書の領収日付により関係帳簿に記載して整理し、そ

の領収済通知書を収入決定権者に送付しなければならない。 

２ 収入決定権者は、前項の規定による領収済通知書を受けたときは、その通知書の領収日付によ

り関係帳簿を整理するとともに、当該整理が終了した後、遅滞なく当該領収済通知書を出納機関

に返付しなければならない。この場合において、証券による収納に係るものにあっては、徴収簿

に「証券」と記載しなければならない。 

 （支払拒絶に係る証券） 

第１７条 出納機関は、第６８条第３項の規定により収納金融機関から支払拒絶証書又はこれと同

一の効力を有する宣言その他支払の拒絶があったことを証するに足りる書類及び当該支払拒絶

に係る証券の送付を受けたときは、速やかに納入者に対し当該証券について支払がなかった旨を

通知し、かつ、当該証券を還付するとともに、当日の収入金額から支払の拒絶があった金額を控
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除し、その旨を収入決定権者に報告しなければならない。 

２ 収入決定権者は、前項の規定により出納機関から証券が支払拒絶になった旨の報告を受けたと

きは、直ちにこれに基づき関係帳簿を整理するとともに「証券支払拒絶により再発行」と朱書し

た納入通知書を作成し、当該支払拒絶に係る証券の納入者に交付し現金を納めさせなければなら

ない。 

 （徴収又は収納の事務の委託） 

第１８条 収入決定権者又は会計管理者は、令第１５８条第１項の規定により私人に歳入の徴収又

は収納の事務を委託しようとするときは、その内容及び委託しようとする相手方の住所、氏名、

委託を必要とする理由その他必要な事項を記載した書面に当該委託契約書案を添えて管理者の

承認を受けなければならない。 

２ 収入事務受託者は、当該受託に係る事務を執行するときは、身分を示す証票を携帯するととも

に、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。 

３ 収入事務受託者は、収入金を収納した納入者に対し、領収証書を交付しなければならない。 

４ 収入事務受託者は、その徴収又は収納に係る収入金を３日以内に納付書に収入金計算書を添え

て収納金融機関に払い込まなければならない。 

    第３節 収入の過誤 

 （過誤納還付） 

第１９条 収入決定権者は、納入者が誤って納入した場合において、当該収入の事実を発見したと

き、又は当該納入者からその事実を示して払戻しの請求があったときは、当該納入に係る収入金

に相当する金額を調定外過誤納として当該納入者に還付しなければならない。 

２ 収入決定権者は、第６条の規定により調定を変更した場合において、当該調定に係る減少額に

相当する金額について既に収納がなされているときは、当該減少額に相当する金額を当該納入者

に還付しなければならない。 

３ 前２項の規定による歳入の誤納又は過納金の払戻しについては、支出に関する手続を準用する。 

４ 前項の場合には、関係書類及び小切手に、「過誤納還付」と朱書しなければならない。 

 （会計、会計年度又は科目の更正） 

第２０条 調定の通知を発した歳入について、会計、会計年度又は収入科目に誤りがあることを発

見したときは、直ちにこれを更正しなければならない。 

２ 収入決定権者は、前項の規定により歳入の更正をしようとするときは、更正の調定をするとと

もに、関係帳簿を整理しなければならない。 

３ 収入決定権者は、前項の規定により更正の調定をしたときは、直ちに出納機関に対し収入金更

正通知書により、収入更正通知を発しなければならない。 

４ 出納機関は、前項の規定により収入更正通知を受けた場合において、当該収入更正通知に係る

更正が会計又は会計年度に係るものであるときは、指定金融機関に対し、公金振替書により更正

の通知をしなければならない。 

    第４節 収入未済金 

 （督促） 

第２１条 収入決定権者は、収入金が納期限までに納入されていないときは、法第２３１条の３第

１項の規定により、当該納入義務者に対し、期限を指定して督促状を発しなければならない。こ



大川広域行政組合会計規則 

 

- 6 - 

 

の期限は、法令、条例又は他の規則に特別の定めがある場合を除き、１５日以上の期間を置かな

ければならない。 

２ 収入決定権者は、前項の規定により督促状を発したときは、督促手数料について調定をし、及

び徴収簿を整理しなければならない。 

 （収入未済金の繰越し） 

第２２条 収入決定権者は、毎年度調定をした収入金で当該年度の出納閉鎖期日までに収納になら

ないもの（不納欠損金として整理したものを除く。）があるときは、当該調定に係る収入金を、当

該期日の翌日において翌年度の調定済額として、繰り越さなければならない。 

２ 収入決定権者は、前項の規定により繰り越した収入金で翌年度の末日までに収納にならないも

の（不納欠損金として整理したものを除く。）については、その翌日において翌々年度の調定済

額として繰り越し、翌々年度末までになお収納済とならないもの（不納欠損金として整理したも

のを除く。）については、その後逓次繰越ししなければならない。 

３ 収入決定権者は、第１項又は前項の規定により収入未済金を翌年度の調定済額として繰り越し

たときは、その旨を収入未済金繰越通知書により出納機関に通知するとともに、関係帳簿を整理

しなければならない。 

 （不納欠損金） 

第２３条 収入決定権者は、毎年度末において、既に調定した収入金（前条の規定により繰り越さ

れた収入未済金を含む。）に、その徴収の権利が消滅しているものがあるときは、これを不納欠

損金として整理しなければならない。 

２ 収入決定権者は、前項に定めるものを除くほか、不納欠損金として整理すべきものがあるとき

は、その科目、金額、納入義務者の住所、氏名及び事由を記載した書面により、その整理につい

て管理者の指示を受けなければならない。 

３ 収入決定権者は、前２項の規定に基づき、当該不納欠損金として整理すべきものについて調定

しなければならない。 

４ 収入決定権者は、前項の規定により不納欠損金の整理について調定をしたときは、関係帳簿を

整理するとともに、出納機関に対し、この旨を不納欠損処分通知書により通知しなければならな

い。 

   第３章 支出 

    第１節 支出負担行為 

 （支出負担行為の整理区分） 

第２４条 支出決定権者の行う支出負担行為について、支出負担行為書（様式第２号）又は支出負

担行為兼支出命令書（様式第３号）に支出負担行為として整理する時期、支出負担行為の範囲及

び支出負担行為に必要な書類は、別表第１に定めるとおりとする。 

２ 前項の規定にかかわらず、別表第２に定める経費の支出負担行為に該当するものについては、

同表に定めるとおりとする。 

 （共同で行う支出負担行為） 

第２５条 複数の支出決定権者が共同で同一の費目に係る支出負担行為をする必要があるときは、

主たる支出決定権者は、関係する支出決定権者とあらかじめ協議して、共同で支出負担行為をす

ることができる。 
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 （会計管理者への事前協議） 

第２６条 支出決定権者は、１件１００万円以上の金額となる支出負担行為をしようとするときは、

会計管理者と協議しなければならない。 

    第２節 支出の方法 

 （支出命令） 

第２７条 支出決定権者は、支出しようとする場合において、法令、契約、請求書その他の関係書

類に基づいて支出の根拠、会計年度、支出科目、金額、債権者等を調査し、その調査事項が適正

であると認めたときは、出納機関に対し支出命令を発しなければならない。 

２ 同一の支出科目から同時に２人以上の債権者に対して支出しようとするときは、前項の支出命

令を集合して発することができる。 

３ 支出命令を発するときは、支出命令書（様式第４号）又は支出負担行為兼支出命令書に請求書

又は支出内訳書及び支出負担行為の決裁書類を添付して、出納機関に送付しなければならない。 

第２８条 支出命令は、債権者からの請求書を待ってしなければならない。 

２ 前項の規定にかかわらず、次に掲げる経費については、請求書の提出を待たないで、支出命令

を発することができる 

 ⑴ 報酬、給料、職員手当、共済費、恩給及び退職年金その他の給与金 

 ⑵ 組合債の元利償還金 

 ⑶ 寄附金、負担金、補助金、交付金、貸付金、出資金等で支払金額の確定しているもの 

 ⑷ 報償金及び賞賜金 

 ⑸ 扶助費のうち金銭で行う給付 

 ⑹ 官公署の発する納入通知書その他これに類するものにより支払うべき経費 

 （支出命令の変更） 

第２９条 支出決定権者は、支出命令を発した後において、法令、契約等の規定又は調査漏れその

他の過誤等特別の事由により当該支出命令の金額を変更する必要があるときは、直ちに支出命令

の変更を行わなければならない。 

    第３節 支出の方法の特例 

 （資金前渡手続） 

第３０条 支出決定権者は、令第１６１条第１項各号に掲げる経費について同条同項の規定により

資金前渡の方法により支出しようとするときは、当該現金の支払の事務に従事する職員（以下「資

金前渡職員」という。）を指定し、当該職員を債権者として、前節の例により処理しなければなら

ない。 

２ 令第１６１条第１項第１７号の規定により規則で定める経費は、次に掲げるものとする。 

 ⑴ 交際費 

 ⑵ 研修等の会費 

 ⑶ 管理者が特に認めたもの 

３ 資金前渡の方法による支出命令を発するときは、支出命令書又は支出負担行為兼支出命令書に

「資金前渡」と記載しなければならない。 

４ 資金前渡は、事実上差し支えのない限り分割して行うものとする。 

 （前渡資金の保管） 
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第３１条 資金前渡職員は、資金の前渡を受けた場合は、直ちに支払うとき又は特別の事由がある

ときを除くほか、前渡を受けた資金（以下「前渡資金」という。）を郵便局又は金融機関に貯金又

は預金をし、確実に保管しなければならない。 

 （前渡資金の支払上の原則） 

第３２条 資金前渡職員は、前渡資金の支払をする場合は、法令又は契約の規定に基づき当該支払

が資金前渡を受けた目的に適合するかどうか、正当であるかどうか、その他必要な事項を調査し、

支払をなすべきものと認めるときは、支払の決定をし、その支払をするとともに、債権者から領

収証書を徴しなければならない。ただし、領収証書を徴し難いものについては、支払を証するに

足りる書類を債権者その他の者から徴さなければならない。 

 （前渡資金の精算） 

第３３条 資金前渡職員は、その受け入れた前渡資金について、支払が完了したとき、若しくは保

管事由がなくなったとき、又は当該前渡資金の所属年度の出納閉鎖期日において残金があるとき

は、直ちにこれを精算し、前渡資金精算書を作成し、これに前条の規定により徴した領収証書又

は支払を証明するに足りる書類を添えて当該前渡資金に係る支出決定権者に提出しなければな

らない。 

２ 支出決定権者は、前項の規定により前渡資金精算書及び領収証書又は支払を証明するに足りる

書類の提出があったときは、これに基づき関係帳簿を整理するとともに、これを出納機関に送付

しなければならない。 

 （他の普通地方公共団体の職員に資金前渡する場合の準用） 

第３４条 第３０条から前条の規定は、令第１６１条第３項の規定により他の普通地方公共団体の

職員に対して資金の前渡をする場合に準用する。 

 （概算払のできる経費） 

第３５条 令第１６２条第６号の規定により規則で定める経費は、次に掲げるものとする。 

 ⑴ 損益賠償金 

 ⑵ 管理者が特に認めたもの 

２ 支出決定権者は、令第１６２条各号に掲げる経費について、概算払の方法により支出しようと

するときは、支出命令書又は支出負担行為兼支出命令書に「概算払」と記載しなければならない。 

 （概算払の精算） 

第３６条 概算払を受けた者は、その用務完了後直ちに概算払精算書を作成し、証拠書類を添え、

支出決定権者を経て、出納機関に提出しなければならない。 

 （前金払の手続） 

第３７条 支出決定権者は、令第１６３条又は同令附則第７条の規定により前金払の方法により支

出しようとするときは、支出命令書又は支出負担行為兼支出命令書に「前金払」と記載しなけれ

ばならない。 

２ 支出決定権者は、令附則第７条の規定により公共工事に要する経費について前金払をする場合

には、工事名、工事場所及び請負金額を記載した書面並びに支払計算書、前金払申請書、公共工

事の前金払保証事業会社の保証書の副本等を提出させなければならない。 

 （繰替払の手続） 

第３８条 支出決定権者は、次の各号に掲げる経費の支払については、出納機関又は収納金融機関
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をして、その収納に係る当該各号に掲げる現金を繰替使用させることができる。 

 ⑴ 歳入の徴収又は収納の委託手数料 当該委託により徴収又は収納した収入金 

 ⑵ その他経費の性質上繰替え使用しなければ事務の取扱いに支障を及ぼすような経費で管理

者が別に定めるもの 

２ 支出決定権者は、前項各号に掲げる経費について、その繰替払するための要件及び算出基礎そ

の他算出方法を出納機関に明示しておかなければならない。 

３ 出納機関は、前項の規定により明示を受けた場合は、その内容を収納金融機関に通知しなけれ

ばならない。 

 （繰替払の整理） 

第３９条 出納機関は、前条第１項の規定により、繰替払をするときは、その支出の根拠及び支払

うべき経費の算出額について誤りがないかどうか確認の上、文面で収入決定権者に通知しなけれ

ばならない。 

２ 収入決定権者は、前項の規定により繰替払の通知を受けたときは、その旨を遅滞なく当該繰替

使用に係る経費の支出決定権者に通知するとともに、繰替使用した現金の補てんを請求しなけれ

ばならない。 

３ 支出決定権者は、前項の請求を受けたときは、当該繰替使用が適正であるかどうかを確認の上、

第４１条の規定により処理しなければならない。 

 （過年度支出） 

第４０条 支出決定権者は、過年度支出に係る支出命令をしようとするときは、その金額及び事由

を記載した書面に債権者の請求書その他の関係書類を添えて管理者の承認を受けなければなら

ない 

 （振替収支） 

第４１条 各会計又は同一会計内における収支及び歳計現金と歳入歳出外現金との相互の移替え

は、振替の方法により行わなければならない。 

２ 支出決定権者は、前項の規定により振替の方法により支出しようとするときは、あらかじめ当

該受入れをすべき科目の収入決定権者と協議の上、出納機関に対し、振替命令を発しなければな

らない。 

 （支出事務の委託） 

第４２条 第１８条第１項の規定は、令第１６５条の３第１項の規定により私人に支出の事務を委

託しようとする場合に準用する。この場合において第１８条第１項中「収入決定権者」とあるの

は、「支出決定権者」と読み替えるものとする。 

２ 第３０条から第３３条までの規定は、当該委託に係る資金の交付、保管、支払及び精算の場合

に準用する。 

    第４節 支払 

 （支出命令） 

第４３条 出納機関は、支出命令を受けなければ支払してはならない。 

２ 出納機関は、支出命令を受けた場合は、その内容を審査し、次の各号のいずれかに該当すると

認めたときは、その理由を明らかにして当該支出命令に係る書類を返付しなければならない。 

 ⑴ 配当予算額の範囲外であるとき。 
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 ⑵ 所属年度、会計別又は歳出科目に誤りがあるとき。 

 ⑶ 法令又は契約に違反しているとき。 

 ⑷ 金額の算定に誤りがあるとき。 

 ⑸ 支出の根拠が明確でないとき。 

 ⑹ 証拠書類とそごのあるとき。 

 ⑺ 支出時期が到来していないとき。 

 （支出負担行為書の返付） 

第４４条 出納機関は、前条の審査をし、支払を決定したときは、速やかに支出決定権者に対して、

支出負担行為の決裁書類を返付するものとする。 

 （印鑑及び小切手に関する事務） 

第４５条 出納機関の印鑑の保管及び小切手の押印の事務は、出納機関が自らしなければならない。 

２ 出納機関の印鑑及び小切手帳は、不正に使用されることのないように、それぞれ別の容器で厳

重に保管しなければならない。 

 （小切手帳の数） 

第４６条 小切手帳は、出納機関ごとに、会計年度別及び会計別に各１冊を使用しなければならな

い。ただし、会計管理者において会計の区分をする必要がないと認める場合は、この限りでない。 

 （小切手の番号） 

第４７条 出納機関は、新たに小切手帳を使用するときは、１冊ごとに１年度間（出納整理期間を

含む。）を通ずる連続番号を付さなければならない。 

２ 書損じ等により廃棄した小切手に付した番号は、使用してはならない。 

 （小切手の作製） 

第４８条 官公署、出納機関又は指定金融機関等を受取人として振り出す小切手は、これを記名式

とし、これに指図禁止の旨を記載しなければならない。 

２ 小切手の振出年月日の記載及び押印は、当該小切手を受取人に交付するときにしなければなら

ない。 

３ 小切手の券面金額は、訂正してはならない。 

４ 小切手の券面金額以外の記載事項を訂正するときは、その訂正を要する部分に２線を朱書し、

その上部又は右側に正書して出納機関の印を押さなければならない。 

５ 書損じ等により小切手を廃棄するときは、当該小切手に斜線を朱書した上「廃棄」と記載し、

そのまま小切手帳に残しておかなければならない。 

 （小切手の交付） 

第４９条 小切手は、当該小切手の受取人が正当な受領権限を有する者であることを確認した上で

なければ交付してはならない。 

２ 出納機関は、受取人に小切手を交付し、支払を終えたときは、当該小切手の受取人から受領証

書を徴しなければならない。 

 （小切手の振出の確認） 

第５０条 出納機関は、毎日その振り出した小切手の原符と当該小切手の受取人の提出した領収証

書とを照合し、それらの金額及び受取人において相違がないかどうかを検査しなければならない。 

２ 出納機関は、毎日その日の小切手振出済額について小切手振出簿を作成し、及び小切手振出済
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通知書により支払金融機関に通知しなければならない。 

３ 出納機関は、小切手振出簿により毎日、小切手の振出枚数、廃棄枚数及び残存用紙の枚数につ

いて検査しなければならない。 

 （不用小切手用紙の整理） 

第５１条 出納機関は、使用小切手帳が不用になったときは、当該小切手帳の未使用用紙を速やか

に支払金融機関に返還して領収証書を受け取り、当該振り出した小切手の原符とともに保存して

おかなければならない。 

 （現金払） 

第５２条 会計管理者は、債務者から申出があるときは、支払金融機関をして現金で支払をさせる

ことができる。 

 （隔地払） 

第５３条 出納機関は、令第１６５条第１項の規定により隔地払の方法により支払をしようとする

ときは、支払金融機関を受取人とする小切手を振り出し、支払場所を指定するとともに、送金払

指令書を支払金融機関に交付し、かつ、債権者に通知しなければならない。 

２ 前項の場合において、数人の債権者に対し、同一会計から支払をしようとするときは、その合

計額を券面金額とする小切手を振り出すことができる。 

 （官公署に対する支払） 

第５４条 出納機関は、債権者が官公署である場合は、隔地払の方法により支払わなければならな

い。ただし、官公署が別に支払方法を指定している場合は、この限りでない。 

２ 出納機関は、前項の規定により隔地払の方法により支払をしようとするときは、支払金融機関

を受取人とする小切手を振り出し、送金払指令書及び官公署が発した納入通知書その他これに類

するものを添え、支払金融機関に交付しなければならない。 

３ 前条第２項の規定は、前項の場合に準用する。 

 （口座振替） 

第５５条 出納機関は、令第１６５条の２の規定により、口座振替の方法により支払をしようとす

るときは、支払情報を記録した磁気媒体等に支払依頼書を添えて支払金融機関に送付しなければ

ならない。 

２ 第５３条第２項の規定は、前項の場合に準用する。 

 （公金振替書） 

第５６条 出納機関は、第４１条第２項の規定により振替の方法による支出命令を受けたときは、

公金振替書を指定金融機関に送付しなければならない。 

２ 第４５条から第４９条までの規定（第４８条第１項及び第４９条第２項の規定を除く。）は、

公金振替書の交付及び保管について準用する。 

    第５節 支出の過誤 

 （過誤払金の戻入） 

第５７条 支払決定権者は、令第１５９条の規定により、歳出の誤払い又は過渡しとなった金額及

び資金前渡若しくは概算払をし、又は私人に支出の事務を委託した場合の精算残金を返納させる

ときは、これを当該支出科目に戻入の措置をしなければならない。 

２ 前項の規定による過誤払金の戻入の手続については、収入に関する手続を準用する。この場合
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において、資金前渡若しくは概算払を受けた者又は私人で支出事務を委託された者にあっては、

その精算残金の返納は、戻入通知書により納付するものとする。 

３ 前項の場合には、戻入通知書又は納付書及び関係書類に「過誤払戻入」と朱書しなければなら

ない。 

 （支出の更正） 

第５８条 支出決定権者は、支出した経費について、会計、会計年度又は支出科目に誤りがあるこ

とを発見したときは、直ちにこれを更正しなければならない。 

２ 支出決定権者は、前項の規定により会計、会計年度又は支出科目に誤りがある経費について更

正をするときは、更正の調査決定をするとともに、関係帳簿を整理しなければならない。 

３ 支出決定権者は、前項の規定により更正の調査決定をしたときは、直ちに出納機関に対し、科

目更正通知書により支出更正命令を発しなければならない。 

４ 同一の支出科目について更正を要するものが２件以上あるときは、集合して更正の調査決定を

し、及び支出更正命令を発することができる。 

５ 出納機関は、第３項の規定により支出更正命令を受けた場合において、当該支出更正命令に係

る更正が会計又は会計年度に係るものであるときは、支払金融機関に対し、公金振替書により更

正の通知をしなければならない。 

    第６節 支払未済金 

 （小切手の償還請求） 

第５９条 会計管理者は、令第１６５条の５の規定により小切手の所持人から小切手の償還請求を

受けた場合において、償還請求をする者から次に掲げる書類を徴し、調査し、償還請求すべきも

のと認めるときは、関係書類を添えてその旨を支出決定権者に通知しなければならない。 

 ⑴ 小切手償還請求書 

 ⑵ 小切手又は除権判決の正本 

 ⑶ 前２号に掲げるもののほか、必要と認める書類 

２ 支出決定権者は、前項の規定により小切手の償還の通知を受けたときは、第４０条の規定にか

かわらず、直ちに会計管理者から送付を受けた関係書類に基づいて過年度に係る支出の調査決定

をし、会計管理者に対し支出命令を発しなければならない。 

３ 会計管理者は、前項の規定により支出命令を受けたときは、第５２条の規定の例により支払わ

なければならない。 

 （支払未済金の整理） 

第６０条 会計管理者は、第７７条第４項の規定により指定金融機関から小切手支払未済調書の送

付を受けた場合は、これを検査し、正確であると認めるときは、指定金融機関にその旨を通知す

るとともに、これを小切手支払未済繰越金として整理しなければならない。同項の規定により支

払額について通知を受けた場合も、また同様とする。 

２ 会計管理者は、第７８条第３項の規定により指定金融機関から小切手支払未済金繰入調書の送

付を受けた場合は、これを検査し、正確であると認めるときは、指定金融機関にその旨を通知し、

これを収入決定権者に送付しなければならない。 

 （１年経過後の送金払通知書による請求） 

第６１条 出納機関は、第７８条第４項の規定により隔地払資金が歳入に繰り入れられた後に、当
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該支払未済に係る支払を求められた場合において、当該請求に係る支払の通知が同項の規定によ

り歳入に繰り入れられた資金に係るものであるときは、関係書類を添えてその旨を支出決定権者

に通知しなければならない。 

２ 支出決定権者は、前項の規定による通知を受けたときは、第４０条の規定の例により処理しな

ければならない。 

   第４章 決算 

 （決算事項報告書の提出） 

第６２条 各主管の長は、出納閉鎖後速やかに決算調書及び関係資料を作成し、会計管理者に提出

しなければならない。 

 （歳計剰余金の繰越し等） 

第６３条 収入決定権者は、次に掲げる場合においては、これを第４１条に定める手続の例により

処理しなければならない。 

 ⑴ 歳計剰余金を翌年度に繰り越す場合 

 ⑵ 繰越明許費又は事故繰越しに係る経費の財源を繰り越す場合 

 ⑶ 繰上充用をする場合 

 （決算） 

第６４条 会計管理者は、出納閉鎖後３箇月以内に、決算を調製し、証書類、実質収支に関する調

書及び財産に関する調書を添えて、管理者に提出しなければならない。 

   第５章 指定金融機関等 

    第１節 収納事務 

 （現金の収納） 

第６５条 収納金融機関は、納入義務者、出納機関又は収入事務委託者から納入通知書、納付書又

は督促状（以下「納入通知書等」という。）より現金の納付を受けたときは、これを領収し、領収

証書を当該納入者、出納機関又は収入事務委託者に交付し、組合の預金口座に受入れの手続をと

らねばならない。 

２ 前項の納入通知書等は、領収年月日を記入して、収納金融機関において保存しなければならな

い。 

 （過年度収入に係る現金の収納） 

第６６条 収納金融機関は、第２２条第３項の規定により翌年度に繰り越したものに係る収入金又

は当該年度の歳出に戻入することができる期限を経過した返納金について、納入通知書等により

現金の納付を受けたときは、前条の規定の例により処理しなければならない。この場合において、

当該収納に係る現金は、現年度の歳入として領収し、当該納入通知書等及び領収済通知書には「過

年度収入」と朱書しておかねばならない。 

 （口座振替及び郵便振替の方法による収納） 

第６７条 収納金融機関は、納入義務者から令第１５５条の規定により口座振替の方法により納入

する旨の申出を受けたときは、直ちに当該納入義務者の預金口座から組合の預金口座に受入れの

手続をとらなければならない。 

２ 郵便振替により納付しようとする者は、普通郵便振替にあっては郵便局で、公金に関する郵便

振替にあっては組合が指定した郵便局で、払込票又は納入通知書をもって納付するものとする。 
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３ 管理者は、前項に規定する公金に関する郵便振替により納付させる場合は、納入義務者に対し

納入通知書及び指定郵便局指定書を、当該郵便局に対し指定通知書を送付するものとする。 

４ 第６５条第２項の規定は、第１項及び第２項の規定により領収した現金に係る納入通知書等に

ついて準用する。 

 （証券による収納） 

第６８条 収納金融機関は、証券で納入を受けたときは、当該証券が令第１５６条第２項に該当す

る場合を除き、納入通知書、領収証書及び領収済通知書には、「証券」と朱書し、かつ、証券の種

類、証券番号及び券面金額を付記し、及び第６５条又は第６６条の規定により処理しなければな

らない。 

２ 収納金融機関は、前項の規定により証券を受領したときは、遅滞なくこれをその支払人に提示

し、支払の請求をしなければならない。 

３ 収納金融機関は、前項の規定により支払の請求をした場合において、当該証券に係る支払が拒

絶されたときは、直ちに組合の預金口座への受入れを取り消すとともに、小切手法（昭和８年法

律第５７号）第３９条の支払拒絶証書又はこれと同一の効力を有する宣言その他支払の拒絶があ

ったことを証するに足りる書類の作成を受け、これにより支払拒絶を証明して、当該証券ととも

にこれを出納機関に送付しなければならない。 

 （公金の回送手続） 

第６９条 指定代理金融機関及び収納代理金融機関は、第６５条から前条までの規定により組合の

預金口座に公金を受け入れたときは、指定金融機関の預金口座に振り替えなければならない。 

 （過誤納金の払戻し） 

第７０条 指定金融機関及び指定代理金融機関は、第１９条第３項の規定により送付を受けた「過

誤納還付」と記載のある小切手により払い戻すときは、次節の例により処理しなければならない。 

 （会計又は会計年度の更正） 

第７１条 収納金融機関は、第２０条第４項の規定により出納機関から公金振替書によって会計又

は会計年度の更正の通知を受けたときは、その通知を受けた日付において更正の手続をとらなけ

ればならない。 

 （歳入歳出外現金等の受入れ） 

第７２条 歳入歳出外現金等の受入れについては、第６５条から前条までの規定を準用する。 

    第２節 支払事務 

 （小切手の確認） 

第７３条 支払金融機関は、出納機関が振り出した小切手の提示を受けて支払を求められたときは、

次に掲げる事項を調査し、その支払をしなければならない。 

 ⑴ 小切手は、合式であるか 

 ⑵ 出納機関の印影は、明りょうであるか 

 ⑶ 出納機関の印影は、第８６条の規定により備えた印鑑簿の印影と符号するか 

 ⑷ 小切手は、その振出日から１年を経過したものではないか 

 ⑸ 小切手がその提出日付の属する年度の出納閉鎖期日経過後に提示されたものであるときは、

その券面金額に相当する金額が第７７条第１項の規定により小切手支払未済繰越金として整

理されているものであるか 
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２ 支払金融機関は、前項の規定により調査した結果支払うべきものではないと認めるときは、出

納機関に照会し、適切な措置をとらなければならない。 

３ 支払金融機関は、毎日その日の小切手の支払額について第５０条第２項の規定により出納機関

から送付を受けた小切手振出済通知書により照合しなければならない。 

 （隔地払及び口座振替の手続） 

第７４条 支払金融機関は、第５３条第１項又は第５４条第１項の規定により送金払指令書ととも

に隔地払資金の交付を受けたときは、直ちに送金又は払込みの手続をとらなければならない。 

２ 支払金融機関は、第５５条の規定により支払依頼書の送付を受けたときは、直ちに当該債権者

の預金口座に振り替えなければならない。 

 （繰替払の手続） 

第７５条 指定金融機関等は、第３８条第３項の規定による通知に基づき、その収納に係る現金の

繰替使用をしようとするときは、当該通知を受けた算出の基礎その他算出の方法によって正確に

支払額を算出し、当該支払額を支払わなければならない。 

２ 前項の場合においては、その収納した現金に係る領収済通知書は、繰替使用額を控除した額に

ついて作成するものとし、併せて繰替使用額を付記しておかなければならない。 

 （公金振替書による手続） 

第７６条 支払金融機関は、第５６条第１項の規定により公金振替書の交付を受けたときは、公金

の内部での移替えのために、直ちに振替の手続をとらなければならない。 

２ 第７３条第１項第１号から第３号まで及び第２項の規定は、前項の場合に準用する。 

 （支払未済金の整理） 

第７７条 支払金融機関は、毎年度の小切手振出済金額のうち出納閉鎖期日までに支払を終わらな

いものについて、当該出納閉鎖期日において調査し、これに相当する金額を小切手支払未済繰越

金として整理し、及び小切手支払未済調書を作成し、指定代理金融機関にあってはこれを指定金

融機関に送付しなければならない。 

２ 支払金融機関は、出納閉鎖期日後において、その振出日付の属する年度が前年度のものである

小切手の提示を受けて支払を求められた場合は、当該小切手がその振り出しの日から１年を経過

していないものであるときに限り、前項の小切手支払未済繰越金から支払をしなければならない。 

３ 支払金融機関は、前項の規定により小切手支払未済繰越金から支払を行ったときは、その都度

これを指定金融機関に通知しなければならない。 

４ 指定金融機関は、第１項の規定により指定代理金融機関から小切手支払未済調書の送付を受け

たときは、これを取りまとめの上、会計管理者に送付しなければならない。前項の規定により支

払の通知を受けた場合も、また同様とする。 

 （未済金の歳入への繰入れ） 

第７８条 支払金融機関は、前条第１項の規定により小切手支払未済繰越金として整理したものに

ついて、当該整理に係る小切手の振出日付から１年を経過してもなお支払が終わらないものにつ

いては、その月の分を一括して翌月の５日までにその金額に相当する金額をその経過した日の属

する年度の歳入に繰り入れなければならない。 

２ 支払金融機関は、前項の規定による小切手支払未済繰越金を歳入に繰り入れたときは、小切手

支払未済金繰入調書を作成し、指定代理金融機関にあってはこれを指定金融機関に送付しなけれ



大川広域行政組合会計規則 

 

- 16 - 

 

ばならない。 

３ 指定金融機関は、前項の規定により指定代理金融機関から小切手支払未済金繰入調書の送付を

受けたときは、これを取りまとめの上、会計管理者に送付しなければならない。 

４ 前３項の規定は、令第１６５条第２項の規定により隔地払資金のうち１年を経過しても支払を

終わらないものをその経過した日の属する年度の歳入に繰り入れる場合に準用する。 

 （過誤払戻入） 

第７９条 支払金融機関は、返納義務者から「過誤払戻入」と朱書された納入通知書又は納付書に

より返納金の納入を受けたときは、前節の規定の例により処理しなければならない。 

 （会計又は会計年度の更正） 

第８０条 第７１条の規定は、第５８条第５項の規定により公金振替書により更正の通知を受けた

場合に準用する。 

 （歳入歳出外現金等の払出し） 

第８１条 第７３条から前条までの規定は、歳入歳出外現金等の払出しをする場合に準用する。 

    第３節 報告等 

 （収支報告） 

第８２条 指定代理金融機関は、収支日計報告書を作成し、翌日までに指定金融機関に送付しなけ

ればならない。 

２ 前項の規定は、収納代理金融機関の収納日計報告書について準用する。 

３ 指定金融機関は、自店において取り扱った収納及び支払の状況について収支日計報告書を作成

し、これと前２項の規定により送付を受けた報告書に基づいて総括の収支日計報告書を作成し、

翌日までに会計管理者に送付しなければならない。 

４ 収支日計報告書には、領収済通知書又は振替済通知書を添えなければならない。 

５ 指定金融機関等は、第３８条第３項の規定による通知に基づき繰替払をしたときは、収支日計

報告書は、当該繰替使用した額を控除した額について記載するものとし、第７５条第１項の規定

により作成した繰替払整理書を添えなければならない。 

 （報告義務） 

第８３条 指定金融機関等は、出納機関から収支日計、小切手の支払状況その他その取扱義務に関

して報告を求められたときは、遅滞なく報告しなければならない。 

 （出納区分） 

第８４条 指定金融機関等における収納及び支払は、歳入金及び歳出金については会計及び会計年

度別に、歳入歳出外現金等については会計年度別に区分して取り扱わなければならない。 

 （指定金融機関等の使用する印鑑） 

第８５条 指定金融機関等は、組合の公金の収納又は支払のために使用する印鑑の印影をあらかじ

め出納機関に送付しなければならせない。 

 （印鑑の照合確認） 

第８６条 指定金融機関等は、印鑑簿を備え、出納機関から印影の送付を受けて印影を整理してお

くとともに、収納及び支払の都度、これを照合確認しなければならない。 

 （出納に関する証明） 

第８７条 指定金融機関等は、出納機関から現金の収納及び支払に関して証明を求められたときは、
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その証明をしなければならない。 

 （帳簿書類等の保存） 

第８８条 指定金融機関等は、収納及び支払に関する帳簿書類等を、年度別に区分し、年度経過後

少なくとも帳簿にあっては１０年間、その他の書類にあっては５年間保存しなければならない。 

   第６章 現金及び有価証券 

 （歳計現金の保管） 

第８９条 会計管理者は、歳計現金を指定金融機関等以外の金融機関に預託し、又は他の運用の方

法をとるときは、管理者と協議しなければならない。 

 （歳計現金の一時運用） 

第８９条の２ 各会計所属の経費支出について歳計現金に不足を生じたときは、会計管理者は相互

に一時運用することができる。 

２ 前項の場合においては、当該年度の出納閉鎖期日までに繰戻しを完了しなければならない。 

 （一時借入金） 

第９０条 一時借入金の借入れ又は元利償還は、それぞれ歳入の収入又は歳出の支出の規定に準じ

て行なわなければならない。 

 （歳入歳出外現金等） 

第９１条 歳入歳出外現金等は、次に掲げる区分により整理し、出納保管しなければならない。 

 ⑴ 保証金 

  ア 入札保証金 

  イ 契約保証金 

  ウ その他の保証金 

 ⑵ 保管金 

  ア 特別徴収の所得税、県民税、他市町村民税 

  イ 市町村共済組合掛金、社会保険料 

  ウ その他の保管金 

 ⑶ 受託金 

 ⑷ 担保 

  ア 指定金融機関等の事務の取扱いをする者の提供した担保 

２ 歳入歳出外現金等の出納及び保管は、歳計現金の出納及び保管の例によりこれを行わなければ

ならない。 

   第７章 帳簿及び諸表 

 （備付帳簿） 

第９２条 この規則の定めるところにより会計に関する事務を所掌する者は、その所掌に係る事務

について、事件のあった都度、所定の事項を記載し整理しなければならない。 

２ 前項の規定は、必要に応じて適宜補助簿を設けて整理することを妨げるものではない。 

３ 第１項に規定する帳簿は、毎年度、会計別に調製しなければならない。ただし、台帳にあって

は、この限りでない。 

 （諸表等） 

第９３条 前条に定めるもののほか、会計に関する事務の処理に当たり作成し、又は使用すべき書
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類及び証票等の様式は、別に定めるところによる。 

 （金額の表示） 

第９４条 納入通知書、納付書、領収証書その他金銭の収支に関して証拠となるべき書類（以下「証

拠書類」という。）に金額を表示する場合は、アラビア数字又は漢数字を用いなければならない。 

２ 前項の場合において、アラビア数字を用いるときにあっては金額の頭初に「￥」記号を、漢数

字を用いるときにあっては金額の頭初に「金」の文字を併記することとし、漢数字を用いるとき

にあっては「一」、「二」、「三」及び「十」の数字は、「壱」、「弐」、「参」及び「拾」の字体を用い

るものとする。 

 （数字及び文字の訂正） 

第９５条 証拠書類に記載した金額は、別段の定めがある場合を除くほか、訂正又は加え若しくは

削除してはならない。 

２ 証拠書類の記載事項をやむを得ない事由により訂正するときは、その部分に２線を引いて認印

を押し、その右側又は上側に正書し、加えるときはその部分に加え、削るときはその部分に２線

を引いて認印を押さなければならない。 

 （外国文の証拠書類） 

第９６条 証拠書類は、外国文をもって記載したものについては、その訳文を添えなければならな

い。 

２ 署名を慣習とする外国人の作成に係る証拠書類については、署名をもって、記名押印に代えて

処理することができる。 

 （割印） 

第９７条 数葉をもって１通とする請求書、見積書、契約書等には、債権者又は当事者の割印がな

ければならない。 

 （鉛筆等の使用禁止） 

第９８条 証拠書類には、鉛筆その他その用具によりなされた表示が永続きしないもの又は容易に

消除することができるものを使用してはならない。 

 （原本による原則） 

第９９条 証拠書類は、原本に限るものとする。ただし、原本により難いときは、別段の定めがあ

る場合を除くほか、収入決定権者又は支出決定権者が原本と相違ない旨を証明した謄本をもって

これに代えることができる。 

   第８章 事務引継 

 （出納機関の事務引継） 

第１００条 出納員又は分任出納員（出納員の事務のうち現金の出納保管（小切手の振出しを含む。）

の権限の一部の委任を受けた者をいう。以下同じ。）に異動があったときは、前任者は発令の日

から７日以内に引継書を２部作成し、連署の上、１通をもって後任者に引き継ぎ、他の１通は、

出納員は会計管理者に、分任出納員は出納員に提出しなければならない。 

２ 前項の規定による引継ぎを行う場合、関係帳簿には、引継年月日を表紙の裏面に記入し、前任

者及び後任者が証印しなければならない。 

３ 第１項の規定による引継ぎの場合において、前任者が事故その他の理由により自ら引き継ぐこ

とができないときは、管理者が命じた職員が引継ぎの手続きをしなければならない。 
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 （引継ぎの立会い） 

第１０１条 前条の規定による引継ぎには、管理者の命じた職員が立会いをしなければならない。 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この規則は、平成１６年４月１日から施行する。 

 （大川広域行政組合会計規則の廃止） 

２ 大川広域行政組合会計規則（昭和４７年大川地区広域行政振興整備事務組合規則第１３号）は、

廃止する。 

 （経過措置） 

３ この規則の施行の際、廃止前の大川広域行政組合会計規則の相当規定によりされた処分、手続

その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。 

   附 則（平成１８年３月２４日規則第７号） 

 この規則は、平成１８年４月１日から施行する。 

   附 則（平成１９年３月２９日規則第１号） 抄 

 （施行期日） 

１ この規則は、平成１９年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この規則の施行の際、この規則による改正前の第１条、第２条、第４条、第１１条、第１３条、

第１４条及び第１７条の規則の規定により作成した様式で、現に残存するものは、必要な修正を

加えた上で、なお当分の間使用することができる。 

   附 則（平成２２年３月２５日規則第２号） 抄 

 （施行期日） 

１ この規則は、平成２２年４月１日から施行する。 

 （様式に係る経過措置） 

３ この規則の施行の際、この規則による改正前の第１条から第４条、第６条、第１０条及び第１

１条、第１３条、第１７条及び第１８条、第２１条及び第２２条、第２４条並びに第２６条の規

則の規定により作成した様式で、現に残存するものは、必要な修正を加えた上で、なお当分の間

使用することができる。 

   附 則（平成２２年９月３０日規則第６号） 

 この規則は、平成２２年１０月１日から施行する。 

   附 則（平成２５年２月１５日規則第１号） 

 この規則は、平成２５年４月１日から施行する。  

   附 則（平成２８年８月１７日規則第９号） 

１ この規則は、公布の日から施行し、平成２８年４月１日から適用する。 

２ この規則の施行の際、改正前の大川広域行政組合会計規則の相当規定によりされた処分、手続

その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。 

   附 則（令和２年４月１日規則第７号） 

 （施行期日） 

１ この規則は、令和２年４月１日から施行する。 
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 （経過措置） 

２ この規則は、この規則の施行の日以後に始まる会計年度に係る会計処理について適用し、同日

前に始まる会計年度に係る会計処理については、なお従前の例による。 
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別表第１（第２４条関係） 

節 の 区 分 

支出負担行為 

として整理す 

る時期０００ 

支出負担行為 

の範囲０００ 

支出負担行為に 

必要な書類００ 
備  考 

1 報酬 

 

 （法令の規定に

基づかない

特別職の報

酬） 

 

2 給料 

 

3 職員手当等 

 

 

 

 

 

4 共済費 

 

 

5 災害補償費 

 

 

 

 

 

6 恩給及び退職

年金 

 

7 報償費  

 

支出決定のとき 

 

任命、委嘱又はそれ

に準ずる行為をし

たとき 

 

 

支出決定のとき 

 

支出決定のとき 

 

 

 

 

 

支出決定のとき 

 

 

支出決定のとき 

 

 

 

 

 

支出決定のとき 

 

 

支出決定のとき 

 

支出しようとする

当該機関の額 

支出しようとする

額 

 

 

 

支出しようとする

当該期間の額 

支給しようとする

額 

 

 

 

 

支出しようとする

額 

 

支給しようとする

額 

 

 

 

 

支給しようとする

額 

 

支出しようとする

額 

報酬支給調書 

 

報酬支給調書 

 

 

 

 

給料支給調書 

 

手当支給調書、戸籍謄

本、死亡届書、失業証

明書、その他手当を支

給すべき事実の発生

を証明する書類 

 

給料支給調書、控除計

算書、払込通知書 

 

本人、病院等の請求

書、受領書、戸籍謄本、

死亡届書その他事実

の発生、給付額の算定

を明らかにする書類 

 

請求書 

 

 

支給調書 
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8 旅費 

 

 （実費弁償、法

令の規定に

基づかない

特別職の職

員、臨時講師

に対する旅

費） 

9 交際費 

 

 （契約による場

合） 

 

10 需用費 

 

 

 （燃料費、光熱

水費、食糧

費） 

 

11 役務費 

 

 （手数料、通信

費、保管料各

月の保険料） 

 （郵便切手、は

がき） 

12 委託料 

 

13 使用料及び

賃借料 

 （継続的契約に

よる使用料、

賃借料） 

 

14 工事請負費 

 

 

支出決定のとき 

 

旅行依頼のとき 

 

 

 

 

 

 

支出決定のとき 

 

契約締結のとき 

 

 

契約締結のとき 

 

 

請求のあったとき 

 

 

 

契約締結のとき 

 

請求のあったとき 

 

 

購入契約締結のと

き 

委託契約締結のと

き 

契約締結のとき 

 

請求のあったとき 

 

 

 

契約締結のとき 

 

 

支出しようとする

額 

旅行に要する旅費

の額 

 

 

 

 

 

支出しようとする

額 

契約金額 

 

 

契約金額 

 

 

請求のあった金額 

 

 

 

契約金額 

 

請求のあった金額 

 

 

購入契約金額 

 

契約金額 

 

契約金額 

 

請求のあった金額 

 

 

 

契約金額 

 

 

請求書、旅行命令簿 

 

旅行依頼簿 

 

 

 

 

 

 

請求書 

 

契約書（見積書、請求

書） 

 

契約書（見積書、請求

書） 

 

請求書 

 

 

 

契約書（見積書、請書）

払込通知書 

請求書、払込通知書 

 

 

契約書 

 

契約書、請書、見積書 

 

契約書、見積書 

 

請求書、払込通知書 

 

 

 

入札書、見積書、契約

書 

 

臨時講師、議

会等の関係

人の出頭旅

費 

（法207） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

単価の定ま

っているも

の 

 

 

 

 

 

 

単価が定ま

り又は定額

のもの 

 

 

 

 

 

 

単価の定ま

っているも

の 
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15 原材料費 

 

 

16 公有財産購

入費 

 

17 備品購入費 

 

 

18 負担金、補助

及び交付金 

 

 

19 扶助費 

 

 

20 貸付金 

 

 

21 補償、補填及

び賠償金 

 

22 償還金、利子

及び割引料 

 

23 投資及び出

資金 

 

24 積立金 

 

 

25 寄附金 

 

 

26 公課費 

 

 

27 繰出金 

 

購入契約締結のと

き 

 

購入契約締結のと

き 

 

購入契約締結のと

き 

 

請求のあったとき

又は交付決定のと

き 

 

支出決定のとき 

 

 

貸付決定のとき 

 

 

支出決定のとき又

は支払期日 

 

支出決定のとき又

は支払期日 

 

出資又は払込み決

定のとき 

 

支出決定のとき 

 

 

寄附決定のとき 

 

 

支出決定のとき 

 

 

繰出決定のとき 

購入契約金額 

 

 

購入契約金額 

 

 

購入契約金額 

 

 

請求のあった金額

又は交付決定額 

 

 

支出しようとする

額 

 

貸付を要する額 

 

 

支出しようとする

額 

 

支出しようとする

額 

 

出資又は払込を要

する額 

 

支出しようとする

額 

 

寄附しようとする

額 

 

支出しようとする

額 

 

繰出ししようとす

る額 

見積書、契約書、入札

書 

 

入札書、見積書、契約

書 

 

入札書、見積書、契約

書 

 

請求書、交付決定書の

写し、内訳書の写し 

 

 

請求書、扶助決定書の

写し 

 

貸付申請書、契約書、

確約書 

 

請求書、支払決定調

書、判決書、謄本 

 

借入証書の写し、小切

手又は支払拒絶証書 

 

申請書、申込書 

 

 

 

 

 

申込書 

 

 

公課令書の写し 
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別表第２（第２４条関係） 

区 分 

支出負担行為 

として整理す 

る時期０００ 

支出負担行為 

の範囲０００ 

支出負担行為に 

必要な書類００ 
備  考 

1 資金前渡 

 

 

2 繰替払 

 

 

3 過年度支出 

 

 

4 繰越し 

 

 

 

5 過誤払返納金

の戻入 

 

 

 

 

 

 

6 債務負担行為 

資金前渡するとき 

 

 

繰替補てんをする

とき 

 

過年度支出を行う

とき 

 

当該繰越分を含む

支出負担行為を行

うとき 

 

現金の戻入（又は戻

入の通知）があった

とき 

 

 

 

 

 

債務負担行為を行

うとき 

資金前渡に要する

額 

 

繰替補てんを要す

る額 

 

過年度支出を要す

る額 

 

繰越しをした金額

の範囲内の額 

 

 

戻入する額 

 

 

 

 

 

 

 

債務負担行為の額 

資金前渡内訳書 

 

 

内訳書 

 

 

請求書、内訳書 

 

 

契約書 

 

 

 

内訳書 

 

 

 

 

 

 

 

契約書その他関係書

類 

 

 

 

 

 

 

過年度支出

の旨の表示

をすること 

繰越しの旨

表示するこ

と 

 

翌年度５月

３１日以前

に戻入があ

り、６月１日

以降に通知

が あ れ ば

（ ）書きに

よる 
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様式第１号（第１２条関係） 

調 定 通 知 書 

執 行 機 関 

管理者 事務局長 
事務局次

長 
所属長 課長    係長 係 

          

     

年度   調定番号     

会 計   

出 納 機 関 

会計管理

者 
 係長 係 

部 署       

予

算

科

目 

款   

調 定 日 

納 期 限 

 

決裁日 

項   

目   

節   

細節   

執

行

状

況 

予 算 現 額 円 

調 定 累 計 額 円 

収 入 済 額 円 

不 納 欠 損 額 円 

収 入 未 済 額 円 

摘  要  明  細 

 

 

 

 

 

 

調 定 額 円  
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摘 要  

様式第２号（第２４条関係）  

支 出 負 担 行 為 書 

執 行 機 関 

管理者 事務局長 
事務局次

長 
所属長 課長    係長 係 

          

     

年度   支出負担行為番号     

会 計   

出 納 機 関 

会計管理

者 
 係長 係 

部 署       

予

算

科

目 

款   

支出負担行為日 

 

 

 

決裁日 

項   

目   

節   

細節   

説明   

執

行

状

況 

予 算 現 額 円 

支出負担行為済額 円 

 

 

 支出負担行為見込額 円 

予 算 残 額 円 

摘  要  明  細 

 
 
 
 
 
 

支出負担行為額 円  
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債 権 者  

摘  要  

支払予定 

1.           円 
2.           円 
3.           円 
4.            円 
5.           円 
6.           円 

7.           円 
8.           円 
9.           円 

10.            円 
11.           円 
12.           円 

    

様式第３号（第２４条関係） 

支 出 負 担 行 為 兼 支 出 命 令 書 

執 行 機 関 

管理者 事務局長 事務局次長 所属長 課長    係長 係 

          

     

年度   執行番号     

会 計   

出 納 機 関 

会計管理

者 
 係長 係 

部 署       

予

算

科

目 

款   

支出負担行為日 

起 票 日 

支 払 予 定 日 

決裁日 

項   

目   

節   

細節   

説明   

執

行

状

況 

予 算 現 額 円 

支 出 負 担 済 額 円 

 

金融機関 

 今 回 支 出 額 円 

予 算 残 額 円 

摘  要  明  細 
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支出金額 円 
控除金額           円 

差引金額           円  

債 権 者  

摘  要  

 
       上記のとおり受領しました。 
                       年  月  
日 
       大川広域行政組合会計管理者 様 
       住所                     

受取人 
       氏名                   印 

支払方法 
支払区分 
金融機関 

 
預金種別 
口座番号 
口座名義 

 

 

様式第４号（第２７条関係） 

支 出 命 令 書 

執 行 機 関 

管理者 事務局長 事務局次長 所属長 課長    係長 係 

          

     

年度   執行番号     

会 計   

出 納 機 関 

会計管理

者 
 係長 係 

部 署       

予

算

科

目 

款   

支出負担行為日 

起 票 日 

支 払 予 定 日 

決裁日 

項   

目   

節   

細節   

説明   

執

行

状

況 

支出負担行為済額 円 

支 出 済 額 円 

 

金融機関 

 今 回 支 出 額 円 

今 後 支 出 額 円 

摘  要  明  細 

 
 
 

収 入 

印 紙 
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支出金額 円 
控除金額           円 

差引金額           円  

債 権 者  

摘  要  

 
       上記のとおり受領しました。 
                       年  月  
日 
       大川広域行政組合会計管理者 様 
       住所                     

受取人 
       氏名                   印 

支払方法 
支払区分 
金融機関 

 
預金種別 
口座番号 
口座名義 

 

 

 

収 入 

印 紙 


